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   墨田区手数料条例の一部を改正する条例 

 墨田区手数料条例（平成１２年墨田区条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 別表 １区民関係の部１７の項中「理事長の職務代理に係る」を削る。 

 別表 ２保健衛生・環境関係の部６３の項中「第３９条第２項」を「第３９条第６ 

項」に改め、同部７５の項中「第１４条第１５項」を「第１４条第１３項」に改める。 

 別表 ３建築・都市計画・土木関係の部７９の項中「マンションの建替え等の円滑

化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「第１０５条

第１項」を「第１６３条の５９第１項」に改め、「容積率」の次に「又は各部分の高

さ」を加え、「要除却認定マンション」を「要除却等認定マンション」に改め、「建

築されるマンション」の次に「又は要除却等認定マンションの更新がされるマンショ

ン」を加える。 

   付 則 

 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 別表 １区民関係の部の改正規定 公布の日 

 ⑵ 別表 ３建築・都市計画・土木関係の部の改正規定 令和８年４月１日 

 ⑶ 別表 ２保健衛生・環境関係の部の改正規定 令和８年５月１日 

 

 


